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主 文

１ 原判決を次のとおり変更する。

第１審判決主文第１項を次のとおり変更する。

(1) 被上告人は，上告人に対し，上告人から別紙自

動車目録記載の自動車の引渡しを受けるのと引換

えに，１６９万２６００円を支払え。

(2) 上告人のその余の請求を棄却する。

２ 訴訟の総費用はこれを４分し，その１を上告人の，

その余を被上告人の負担とする。

理 由

上告代理人服部豊，同服部順，同長澤幸祐の上告受理申立て理由２について

１ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。

(1) 上告人は，中古自動車の販売及び輸出入等を業とする有限会社であり，被

上告人は，自動車の販売及び修理並びに輸出入等を業とする株式会社である。

(2) 被上告人は，平成１５年７月１５日ころ，中古自動車である別紙自動車目

録記載の自動車（ただし，当時は自動車登録がされていなかった。以下「本件自動

車」という。）を取得し，同年８月１１日，自動車登録番号を「名古屋８００せ７

５７５」，所有者を被上告人とする新規登録（以下「本件新規登録」という。）を

受けた上，同月２９日，Ａにより開催された自動車オークションに，次のとおり表

示してこれを出品した。

自動車登録番号 名古屋８００せ７５７５

車名 シボレー（アストロ ローライダー）
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初年度登録 平成９年１２月

年式 １９９８年式

車台番号 神［４２］７１１１１２９神

シリアル番号 １ＧＮＤＭ１９ＷＸＷＢ１２２０１６

走行距離 ２万７４３０マイル

セールスポイント 新車並行

なお，「新車並行」とは，我が国に輸入された時点で新車であり，我が国の正規

ディーラーを介さずに直接輸入された自動車であることを意味する。

(3) 上告人は，平成１５年８月２９日，前記(2)の表示を信じて，被上告人から

本件自動車を代金１６９万２６００円で買い受けて（以下，この契約を「本件売買

契約」という。），その引渡しを受け，同年９月２６日，Ｂに対し，これを転売

し，引き渡した。そして，本件自動車について，同日，自動車登録番号を「八王子

８３０す８１１８」，所有者をＣ，使用者をＢとする移転登録がされた。

(4) ところが，本件自動車は，２台の異なる自動車，すなわち，車台番号「神

［４２］７１１１１２９神」，シリアル番号「１ＧＮＤＭ１９ＷＸＷＢ１２２０１

６」とされる１９９８年式シボレー（以下「第１自動車」という。）と，車台番号

「愛［５１］０１１００１愛」，シリアル番号「１ＧＮＤＭ１９Ｗ６ＴＢ１１６９

９８」とされる１９９６年式シボレー（以下「第２自動車」という。）の各車台を

接合したものであり，その車台のうちリアゲート支柱付近の部分は第１自動車のも

のであるが，それ以外の部分は第２自動車のものであり，フレーム側面中央には第

２自動車の車台番号が打刻され，右前ドア裏面には第２自動車のシリアル番号が記

載されたステッカーが貼付されていた。第２自動車は，我が国に輸入された時点で
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既に中古車であり，平成１３年２月に自動車登録番号を「名古屋８００す７４８

６」，所有者をＤ，使用者をＥとする新規登録がされ，自動車検査証の有効期間の

満了日は平成１５年２月１日であったものの，いまだ抹消登録はされていない。本

件自動車は，時期は不明であるが，何者かが，第１自動車の車台からその車台番号

が打刻されているリアゲート支柱付近部分のみを解体して第２自動車の車台に接合

するとともに，第２自動車の本来の車台番号を黒色塗装して覆い隠すなどして，第

２自動車をあたかも第１自動車であるかのように偽装したものであった。本件自動

車については，被上告人の申請により新規登録がされたが，それは，愛知運輸支局

において，上記車台の接合等の事実に気付かず，本件自動車が第１自動車であると

してされたものであった。

(5) 平成１６年９月ころ，Ｂが本件自動車の修理を修理業者に依頼したとこ

ろ，本件自動車が上記のように車台の接合等がされた自動車（以下「接合自動車」

という。）であり，その性状が前記(2)の本件売買契約における表示とは異なるも

のであったことが判明した。上告人は，同年１２月ころ，Ｂからの要求を受けて本

件自動車を買い戻した上，オークションを開催したＡに対しクレームを申し立て，

同社を介して被上告人と本件売買契約の解除の交渉をしたが，被上告人はこれに応

じなかった。

２ 本件は，上告人が被上告人に対し，本件売買契約が錯誤により無効であると

して，本件自動車の売買代金の返還等を求め，これに対して，被上告人が，本件自

動車についての上告人から被上告人への移転登録請求権及び引渡請求権を上告人に

対して有するとして，これに基づき，被上告人が上告人から本件自動車の移転登録

手続を受け，かつ，その引渡しを受けることとの引換給付を求める旨の同時履行の
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抗弁を主張する事案である。

３ 原審は，本件自動車は接合自動車であったのであるから，本件売買契約は，

目的物である本件自動車の性状に錯誤があったものとして無効であり，被上告人

は，上告人に対し，不当利得として売買代金相当額１６９万２６００円を返還すべ

き義務を負うとした上，上告人の売買代金返還請求権は売買契約が無効になって生

じたものであるから，本件自動車についての移転登録手続及び引渡しと履行上の牽

連関係が認められるとして，民法５３３条を類推適用し，被上告人に対し，上告人

から本件自動車につき移転登録手続を受け，かつ，その引渡しを受けるのと引換え

に，１６９万２６００円を支払うことを求める限度で，上告人の請求を認容すべき

ものとした。

４ 原審の判断のうち，上告人の売買代金返還請求について，本件自動車の引渡

しとの引換給付を認めた点は是認することができるが，これに加えて，本件自動車

の移転登録手続との引換給付も認めた点は，是認することができない。その理由

は，次のとおりである。

道路運送車両法は，自動車をその車台に打刻された車台番号によって特定した

上，その自動車の自動車登録ファイルへの登録をするものとしており（道路運送車

両法７条，８条，１２条，１５条，２９条～３３条等参照），１台の自動車につき

複数の車台番号が存在したり，複数の自動車登録がされるということを予定してい

ない。前記事実関係によれば，本件自動車については，車台の接合等がされたこと

により，その車台に二つの車台番号が打刻されているというのであるから，そのい

ずれの車台番号が真正なものであるかを確定することができない以上，１台の自動

車に複数の車台番号が存在するという状態（以下「複数車台番号状態」という。）
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となっているものであり，少なくともその状態のままでは新規登録や移転登録をす

ることは許されないものと解される。したがって，仮に被上告人が本件売買契約に

基づいて移転された登録名義を回復するために，上告人に対して被上告人の主張す

るような移転登録請求権を有するとしても，上告人が被上告人からの移転登録請求

に応じるためには，本件自動車について移転登録が可能なように複数車台番号状態

を解消する必要があるが，それが容易に行い得るものであることをうかがわせる資

料はなく，本件自動車の車台の状態等からすると，上告人から被上告人への移転登

録手続は，仮に可能であるとしても，困難を伴うものといわざるを得ない。そし

て，前記事実関係によれば，被上告人は，本来新規登録のできない本件自動車につ

いて本件新規登録を受けた上でこれを自動車オークションに出品し，上告人は，そ

の自動車オークションにおいて，被上告人により表示された本件新規登録に係る事

項等を信じて，本件自動車を買い受けたというのであるから，本件自動車が接合自

動車であるために本件売買契約が錯誤により無効となるという事態も，登録名義の

回復のための上告人から被上告人への移転登録手続に困難が伴うという事態も，い

ずれも被上告人の行為に基因して生じたものというべきである。

そうすると，本件自動車が，被上告人が取得した時点で既に接合自動車であり，

被上告人が本件新規登録を申請したことや，本件自動車を自動車オークションに出

品したことについて，被上告人に責められるべき点がなかったとしても，本件自動

車が接合自動車であることによる本件売買契約の錯誤無効を原因とする売買代金返

還請求について，複数車台番号状態であるために困難を伴う本件自動車の移転登録

手続との同時履行関係を認めることは，上告人と被上告人との間の公平を欠くもの

といわざるを得ない。
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したがって，仮に被上告人が上告人に対し本件自動車について上告人から被上告

人への移転登録請求権を有するとしても，上告人からの売買代金返還請求に対し，

同時履行の抗弁を主張して，被上告人が上告人から本件自動車についての移転登録

手続を受けることとの引換給付を求めることは，信義則上許されないというべきで

ある。

５ 以上と異なる原審の判断には判決の結論に影響を及ぼすことが明らかな法令

の違反がある。論旨は，その趣旨をいうものとして理由がある。そして，以上説示

したところによれば，上告人の売買代金返還請求は，被上告人に対し，上告人から

本件自動車の引渡しを受けるのと引換えに１６９万２６００円を支払うことを求め

る限度で理由があるからこれを認容し，その余は理由がないから棄却すべきであ

る。したがって，これと異なる原判決を主文のとおり変更することとする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官中川了

滋，同古田佑紀の補足意見がある。

裁判官中川了滋，同古田佑紀の補足意見は，次のとおりである。

私たちは，被上告人が新規登録をした本件自動車に関する売買代金の返還請求に

つき，本件自動車が複数車台番号状態であるため移転登録手続が困難である場合

に，当該移転登録手続と同時履行関係を認めることは，公平を欠くとする法廷意見

は正当と考えるが，なお，事案の内容にかんがみ，以下の点を補足して述べておき

たい。

本件の実質は，本件自動車が接合自動車であったことが判明したことから一連の

取引を解消し，原状回復を図るものであるところ，本件自動車については，前記１

(3)のとおり，いわゆる中間省略により被上告人からＣに対して直接に移転登録が
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されているのであるから，登録に関する原状回復については，上記移転登録手続の

当事者である被上告人において移転登録の抹消を請求することによって実現される

余地が十分認められ，同時履行の関係を認めなくても，公平を欠くことにはならな

いと考える。なお，このような方法により被上告人が新規登録をした状態に回復さ

せることが，登録された車両と実際の車両との相違に基因する自動車登録に関する

問題の簡明な処理に資するものと思われる。

(裁判長裁判官 竹内行夫 裁判官 今井 功 裁判官 中川了滋 裁判官

古田佑紀）

自 動 車 目 録

自動車登録番号が「八王子８３０す８１１８」であり，リアゲート支柱付近部分

に「神［４２］７１１１１２９神」という車台番号が打刻され，フロントガラス付

近に「１ＧＮＤＭ１９ＷＸＷＢ１２２０１６」というシリアル番号が記載されたス

テッカーが貼付されている自動車


